
居宅介護サービス費 令和７年４月１日～

基本単価
特定事業所
加算Ⅱ
（１０％）

福祉・介護職員等
処遇改善加算Ⅲ
（34.7％）

加算後の
利用者負担金

基本単価
特定事業所
加算Ⅱ
（１０％）

福祉・介護職員等
処遇改善加算Ⅲ
（34.7％）

加算後の
利用者負担金

ケアセンターしき彩

６７単位

７５単位

８４単位

重要事項説明書　別紙　【利用者負担額】

1回につき564単位を加算（90日の間、3回を限度）

1回につき150単位を加算（月1回を限度）

1月につき200単位を加算

1回につき100単位を加算（月2回を限度）

夜間（午後6時から午後10時まで）　上記の単位に25％を加算

40単位

75単位

105単位

※家事援助・通院等介助（身体無）

利用時間

身体介護・通院等介助（身体有）

157円

１１９単位

58単位

23９単位 91単位

10６単位

福祉専門職員等連携加算

292円

初回加算

利用者負担上限額管理加算

669単位

404単位

４６１円

354円

１９９単位

19７単位

1,240円

６１７円

６６８円

１３２単位

７２１円

７７２円

１７２単位

３５２単位 1,365円

４０単位

５９単位

226円

５１３円

５６４円

27５単位

３１１単位

15３単位

４０８円

９８単位

２５５単位

１５４単位 ５９８円

３８０円

８７０円２２４単位

９９１円
３１１単位に

15分を増すごとに
35単位加算

１４５単位

４５単位

４９単位

256単位

※家事援助のみ

2時間～２時間１５分

（家事援助は１時間４５分～）

1時間３０分～２時間

※家事援助のみ

2時間30分～２時間４５分

（家事援助は４５分～）

1時間～１時間１５分

３０～４５分

※家事援助のみ

30分～１時間

587単位

３１９単位

１５９単位２８８単位 1,117円

83７単位

754単位

２６単位

9２１単位に
30分を増すごとに
83単位加算

緊急時対応加算

日中時間帯以外の加算

介護員の２人体制の提供

※家事援助のみ

3時間～

（家事援助は２時間４５分～）

2時間30分～３時間

特定事業所加算
特定事業所加算Ⅱは、サービスの質の向上を図り、人材の確保、介護職員の職場環境の整備などを行っている事業所に認められる加
算です。

１８６単位

早朝（午前7時から午前8時まで）　上記の単位に25％を加算

上記の単位に200％加算となります。

５２単位

３０分

９２単位

11単位

15単位

20単位

24単位

28単位

３１単位

３５単位

３８単位

４２単位

※家事援助のみ

※家事援助のみ

1時間30分～１時間４５分

（家事援助は1時間15分～）

1時間～１時間３０分

（家事援助は２時間１５分～）

2時間～２時間３０分


